
目　　次

平成 30 年      月          日（水）

No.  14642　１部370円（税込み）
3 7

Ⅰ　はじめに
　2017年11月４日、全国人民代表大会常務委員会は、
改正「不正競争防止法」（中国語では「反不正当競
争法」）を採択し、同日公布した２。これは、1993年
９月に公布された不正競争防止法に対する初めての
改正である。中国では、過去20年以上の経済発展の
過程において、新たな業態やビジネスモデルが絶え
間なく現れ、特に現在のインターネット時代におい

ては、従来の法律では現実のニーズを満たすことが
できなくなっている。実際、インターネット分野に
おいて競争秩序の混乱が生じ、不正競争であること
が明らかな行為も出現しており、従来の法律では対
応することができなくなってきているため、行政機
関の法律執行及び法院の裁判紛争において対処しな
ければならない課題となっていた。
　以上のような背景の下、改正「不正競争防止法」
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（以下「改正法」という）が2018年１月１日から施行
された。
　ちなみに、改正前の不正競争防止法は全５章33か
条であったのに対し、改正法は全５章32か条となっ
ており、一見するとほぼ同じであるように見えるが、
実は、修正が22か条、削除が11か条、追加が10か条
となっており、かなり大幅に改正されたことが分か
る。
　そこで、以下では、改正法のポイントを紹介する
とともに、その知的財産権実務に及ぼす影響につい
て、解説したいと思う。

Ⅱ　改正法の主なポイント
　改正法の主なポイントは、以下のとおりである。
そのうち、知財実務との関係でとくに重要な事項は、
「２　事業者が実施してはならない混同行為の調整」、
「４　営業秘密侵害行為の明確化」、「５　ネットワー
クにおける不正競争行為の明文化」、「６　被疑不正
競争行為に対する調査権限の強化」、「７　法定賠償
の明文化」、「８　行政処罰の明確化・厳罰化」である。
１　不正競争防止法による規制範囲の明確化

改正法は、他の法律（商標法、独占禁止法、広
告法等）と規制範囲が重複する行為に関する規定
を削除した。例えば、改正前の不正競争防止法12
条は、「事業者が商品を販売するときに、購入者
の意思に反して商品を抱き合わせ販売し、又はそ
の他の不合理な条件を付けてはならない。」と規定
し、抱き合わせ販売を不正競争行為の一つとして
いた。しかし、独占禁止法17条１項５号によると、
市場支配的地位を有する事業者が、正当な理由な
く、商品を抱き合わせ販売し、又はその他の不合
理な条件を付けることが禁止されている。すると、
独占禁止法では、「市場支配的地位を有する事業
者」でなければ違法とはされない行為が、不正競
争防止法では、主体の制限なしに違法行為とされ
るというアンバランスな状況が生じていた。改正
法は、抱き合わせ販売に関する12条を削除したた
め、上記の問題は解決された。
また、改正法は、不正競争防止法の規制範囲
を明確化し、混同行為（６条）、商業賄賂（７条）、
虚偽宣伝（８条）、営業秘密侵害（９条）、懸賞付
販売（10条）、信用毀損（11条）、ネットワークに
おける不正競争行為（12条）を規制範囲とするこ
ととした。

２　事業者が実施してはならない混同行為の調整
改正前の不正競争防止法５条２号は、「知名商
品特有の名称、包装、装飾を許諾を得ずに使用
し、又は知名商品に類似する名称、包装、装飾を
使用し、他人の知名商品と混同させ、顧客にその
知名商品と誤認させること」を不正競争行為とし
ていた。これに対し、改正法６条１号は、「知名
商品」という概念を使用せず、「他人の一定の影響
のある商品の名称、包装、装飾等と同一の又は類
似する標識を無断で使用すること」という規定に
改めた。①「知名」（有名）かどうかではなく、「一
定の影響」があるかどうかを問題にしていること、
及び②「名称、包装、装飾」に「等」という文言
が追加されていることが注目される。これにより、
今後、不正競争防止法の改正をしなくても、新た
な社会経済の発展に応じて出現する不正競争行為
の新たな形態に対しても、「等」に含まれるとして
不正競争防止法を適用することを可能にするもの
といえる。
また、改正前の不正競争防止法５条３号は、「他
人の企業名称又は姓名」との誤認を生じさせる行
為を不正競争行為としていた。これに対し、改正
法６条２号は、①「他人の一定の影響のある企業
名称」には、略称、屋号等を含むこと、及び②「姓
名」には、ペンネーム、アーティスト名、翻訳名
等を含むこと等を明確化した。
さらに、改正法は、「他人の一定の影響のあるド
メインネームの主要部分、ウェブサイト名称、ウェ
ブページ等を無断で使用すること」（６条３号）、
及び「他人の商品又は他人と特定の関係が存在す
ると誤認させるに足るその他の混同行為」（６条４
号）も不正競争行為とする明文規定を置いた。

３　商業賄賂行為の明確化
中国では、公務員に対する利益供与だけでなく、
企業の従業員のような非公務員に対する利益供与
であっても、違法行為とされる。従来、商業賄賂
行為の概念は不明確であったが、改正法は、商業
賄賂の相手方を、「取引相手方の従業員」、「取引
相手方の委託を受け、関連事務の処理に当たる単
位３又は個人」、「職権又は影響力を利用すること
で、取引に影響を与える単位又は個人」というよ
うに限定列挙して、明確化を図った（７条１項）。
また、事業者の従業員が賄賂を行った場合、原
則として、事業者の行為として認定するものとし


